
 

 

 

平成２７年１月１５日 

消 防 庁 

 

消防法施行規則の一部を改正する省令（案）に対する意見募集 
 

消防庁は、消防法施行規則の一部を改正する省令（案）の内容について、平成 27 年１月

16 日から平成 27 年２月 14 日までの間、意見を募集します。 

 

１ 改正内容 

今回の消防法施行規則の一部を改正する省令（案）の主な改正事項は、以下のとおりです。 

・ スプリンクラー設備、避難器具及び誘導灯を設置することを要しない部分を新たに規

定する。 

・ 自動火災報知設備の感知器等を設けることを要しない部分を新たに規定する。 

 

２ 意見募集対象及び意見募集要領 

○ 意見募集対象 

消防法施行規則の一部を改正する省令（案） 

○ 詳細については、別紙の概要資料を御覧ください。 

 

３ 意見募集の期限 

平成 27 年２月 14日（土）（必着）（郵送についても、募集期間内の必着とします。） 

 

４ 今後の予定 

皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令を公布する予定です。 

 

 

（事務連絡先） 

消防庁予防課 吉村補佐、新納 

TEL ０３－５２５３－７５２３（直通） 

FAX ０３－５２５３－７５３３ 

 



 別 紙  

 

意見募集要領 

 

 

 

１ 意見募集対象 

  消防法施行規則の一部を改正する省令（案） 

 

２ 資料入手方法 

  意見募集対象となる「消防法施行規則の一部を改正する省令（案）」については、

電子政府の総合窓口（ｅ-Gov）（「パブリックコメント」欄（http://search.e-gov. 

go.jp/servlet/Public）に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するこ

ととします。 

 

３ 意見の提出方法 

意見書（別紙様式）に氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）

を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。

（御意見等には可能な限り理由を付記してください。） 

ただし、電子メールを利用して意見を御提出いただく場合には、メール本文に氏

名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）を御記入ください。 

御記入いただいた氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）は、

提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。（氏

名・連絡先等の個人情報については、御意見等の内容確認の御連絡以外の用途では

利用しません。） 

なお、御意見を正確に把握する必要があるため、電話等による御意見は御遠慮願

います。 

 

（１）電子メールを利用する場合 

電子メールアドレス：n.niiro@soumu.go.jp 

消防庁予防課あて 

※意見の内容はメール本文に記載して送付してください（コンピュータウィ

ルス対策のため、添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。）。 

 

mailto:n.niiro@soumu.go.jp


（２）郵送する場合  

〒１００－８９２７ 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

消防庁予防課あて 

別途、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願いする

場合があります。その場合の磁気ディスクの条件等は、次のとおりです。 

○磁気ディスク：３．５インチ、２ＨＤ 

○フォーマット形式：１．４４ＭＢのＭＳ－ＤＯＳフォーマット 

○ファイル形式：テキストファイル、マイクロソフトＷｏｒｄファイル又はジャ

ストシステム社一太郎ファイル（他のファイル形式とする場合は、担当までお問

合せください。）  

磁気ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付

してください。なお、送付いただいた磁気ディスクについては、返却できませんの

であらかじめ御了承願います。 

 

（３）ＦＡＸを利用する場合 

ＦＡＸ番号：０３－５２５３－７５３３ 

消防庁予防課あて 

※担当に電話連絡後、送付してください。 

なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。 

 

４ 意見提出期限 

平成２７年２月１４日（土）（必着）（郵便についても、募集期間内の必着としま

す。） 

 

５ 留意事項 

 意見が１０００字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。 

提出されました意見は、電子政府の総合窓口[ｅ－Ｇｏｖ]パブリックコメント・意

見募集案内（http://www.e-gov.go.jp）の「パブリックコメント欄」に掲載するほ

か、消防庁予防課において配布します。 

なお、意見を提出された方の氏名（法人等にあってはその名称）やその他属性に

関する情報を公表する場合があります（匿名希望、及び御意見も含めた全体につい

て非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。）。また、

意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 

 



様式 

意 見 書 

 

平成  年  月  日 

 

総務省消防庁予防課 あて 

 

郵 便 番 号：〒             

（ふりがな） 

住    所：              

（ふりがな） 

氏名（注１） ：               

電 話 番 号：              

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：              

 

消防法施行規則の一部を改正する省令（案）に関し、以下のとおり意見を提出いた

します。 

（以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記

載した別紙を添付する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。 

注２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。別紙にはページ番号を記

載すること。 



 

消防法施行規則の一部を改正する省令（案）について 

平 成 ２ ７ 年 １ 月  

消 防 庁 予 防 課 

  

【改正理由】 

消防法施行令の一部を改正する政令（平成 25年政令第 368号）による消防法施行令

（昭和 36年政令第 37号。以下「令」という。）の改正により、令別表第１（５）項

イ並びに（６）項イ及びハに掲げる宿泊施設、病院又は診療所及び社会福祉施設（利

用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）について、延べ面積に関わらず自動

火災報知設備の設置が義務付けられたため、これらの用途は令第１条の２第２項に規

定する「従属的な部分を構成すると認められるもの」に該当しないものと取り扱うこ

とを予定している（既に延べ面積に関わらず自動火災報知設備の設置が義務付けられ

ている同表（２）項ニ及び（６）項ロの取扱いと同じ。）。これに伴い、これらの用

途が存する防火対象物のこれらの用途に供される部分以外の部分について、同表（１

６）項イに掲げる防火対象物としての設置基準が適用される場合の技術上の基準を整

備するため、消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号。以下「規則」という。）の

自動火災報知設備等の設置基準に関する規定を改正する。 

 

 

【改正内容】 

（１） スプリンクラー設備を設置することを要しない部分（第 13条第１項関係） 

スプリンクラー設備の設置を要しないものとして令第 12 条第１項第３号に規定す

る「総務省令で定める部分」に、新たに、小規模特定用途複合防火対象物（令別表第

１（１６）項イに掲げる防火対象物のうち、同表（１）項から（４）項まで、（５）

項イ、（６）項又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の

合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、300㎡

未満であるものをいう。以下同じ。）の次に掲げる部分以外の部分で 10 階以下の階

に存するものを追加することとする。 

  ①令別表第１（６）項イ⑴及び⑵に掲げる防火対象物の用途に供される部分 

  ②令別表第１（６）項ロ⑴及び⑶に掲げる防火対象物の用途に供される部分 

  ③令別表第１（６）項ロ⑵、⑷及び⑸に掲げる防火対象物の用途に供される部分（介

助がなければ避難できない者として規則第 12 条の３に規定する者を主として入所

させるもの以外のものにあっては、床面積が 275㎡以上のものに限る。） 

 

（２）自動火災報知設備の感知器等を設けることを要しない部分 

①自動火災報知設備の感知器を設けることを要しない部分として、新たに、小規模特

定用途複合防火対象物（令第 21 条第１項第８号に掲げる防火対象物を除く。）の

部分（同項第５号及び第 11号から第 15号までに掲げる防火対象物の部分を除く。）

のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第１各

項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項のいずれかの用途

に供される部分で当該部分の床面積（その用途に供される部分の床面積が当該小規

1 

 



 

模特定用途複合防火対象物において最も大きいものであるものにあっては、当該部

分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計）が 500㎡未満

（令別表第１（１１）項及び（１５）項に掲げる防火対象物の用途に供される部分

にあっては 1,000 ㎡未満）であるものを追加することとする。（第 23 条第４項関

係） 

ア 令別表第１（２）項ニ、（５）項イ並びに（６）項イ（１）から（３）まで及

びロに掲げる防火対象物 

イ 令別表第１（６）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させ

るものに限る。） 

②①の自動火災報知設備の感知器を設置することを要しない部分については、地区音

響装置及び発信機についても設けることを要しないこととする。（第 23 条第４項

及び第 24条関係） 

 

（３）避難器具の設置個数の減免（第 26条第６項関係） 

   小規模特定用途複合防火対象物に存する令第 25 条第１項第１号及び第２号に掲げ

る防火対象物の階が次の①から③までのいずれにも該当するときには、当該階に避難

器具を設置しないことができることとする。 

  ①下階に令別表第１（１）項から（２）項ハまで、（３）項、（４）項、（９）項、

（１２）項イ、（１３）項イ、（１４）項及び（１５）項に掲げる防火対象物の用

途に供される部分が存しないこと。 

  ②当該階（当該階に規則第４条の２の２第１項の避難上有効な開口部を有しない壁で

区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分）から避難階又

は地上に直通する階段が２以上設けられていること。 

  ③収容人員が、令第 25条第１項第１号に掲げる防火対象物の階にあっては 20人未満、

同項第２号に掲げる防火対象物にあっては 30人未満であること。 

 

（４）誘導灯を設置することを要しない部分（第 28条の２第１項及び第２項関係） 

   誘導灯を設置することを要しない部分として令 26 条第１項に規定する「総務省令

で定める部分」に、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置することを要しない部分とし

て、新たに、小規模特定用途複合防火対象物（令別表第１（１）から（４）項まで、

（５）項イ、（６）項、（９）項以外の用途に供される部分が存しないものを除く。）

の地階、無窓階及び 11階以上の部分以外の部分を追加することとする。 

 

（５）その他 

   消防用設備等に設ける非常電源についても規定の整備を行うほか、所要の規定の整

理を行う。 

 

【施行期日】平成 27年４月１日 
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る
認

人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
六
項

知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
施
設
又
は
障
害
者
の
日
常
生

に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
施
設
又
は

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
施

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共

設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
同
条
第

同
生
活
援
助
を
行
う
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
十
八
条
の
二
第

二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が

一
項
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
途
以
外

存
せ
ず
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
表
㈥
項
ロ
及
び

の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
せ
ず
、
か
つ
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

ハ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
に
設
置
さ
れ
る
区
画
を

り
、
同
表
㈥
項
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部

有
す
る
も
の
の
十
階
以
下
の
階
と
す
る
。

分
に
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
の
十
階
以
下
の
階

一

居
室
を
、
準
耐
火
構
造
の
壁
及
び
床
（
三
階
以
上
の
階
に
存
す
る
場
合

イ

居
室
を
、
準
耐
火
構
造
の
壁
及
び
床
（
三
階
以
上
の
階
に
存
す
る
場

に
あ
つ
て
は
、
耐
火
構
造
の
壁
及
び
床
）
で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

合
に
あ
つ
て
は
、
耐
火
構
造
の
壁
及
び
床
）
で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る

。

こ
と
。

二

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面

ロ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に

す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く

の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ
つ
て
は
準

。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ
つ

不
燃
材
料
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ

て
は
準
不
燃
材
料
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
難
燃
材
料
で
し
た

る
こ
と
。
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も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以

ハ

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル

下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

四

前
号
の
開
口
部
に
は
、
防
火
戸
（
三
階
以
上
の
階
に
存
す
る
場
合
に
あ

ニ

ハ
の
開
口
部
に
は
、
防
火
戸
（
三
階
以
上
の
階
に
存
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
）
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す

つ
て
は
、
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
）
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画

る
部
分
以
外
の
部
分
の
開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く

す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を

。
）
で
、
随
時
開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の
若
し
く

除
く
。
）
で
、
随
時
開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の

は
次
に
定
め
る
構
造
の
も
の
又
は
鉄
製
網
入
り
ガ
ラ
ス
入
り
戸
（
二
以
上

若
し
く
は
次
に
定
め
る
構
造
の
も
の
又
は
鉄
製
網
入
り
ガ
ラ
ス
入
り
戸

の
異
な
つ
た
経
路
に
よ
り
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
出
入
口
以
外

（
二
以
上
の
異
な
つ
た
経
路
に
よ
り
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の

の
開
口
部
で
、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通

出
入
口
以
外
の
開
口
部
で
、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
階

路
に
面
し
、
か
つ
、
そ
の
面
積
の
合
計
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

段
そ
の
他
の
通
路
に
面
し
、
か
つ
、
そ
の
面
積
の
合
計
が
四
平
方
メ
ー

に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト
ル
以
内
の
も
の
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る

イ

随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
の
作
動
と
連
動
し

こ
と
。

て
閉
鎖
す
る
こ
と
。

随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
の
作
動
と
連
動

ロ

居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
設

(イ)
し
て
閉
鎖
す
る
こ
と
。

け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
自
動

居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に

的
に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及
び
下
端
の
床

(ロ)
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、

面
か
ら
の
高
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
一

自
動
的
に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及
び
下

・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

端
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

五

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

以
上
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で

る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。
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ホ

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
る
こ
と
。

二

小
規
模
特
定
用
途
複
合
防
火
対
象
物
（
令
別
表
第
一

項
イ
に
掲
げ
る

防
火
対
象
物
の
う
ち
、
同
表
㈠
項
か
ら
㈣
項
ま
で
、
㈤
項
イ
、
㈥
項
又
は

㈨
項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
床
面
積
の
合

計
が
当
該
部
分
が
存
す
る
防
火
対
象
物
の
延
べ
面
積
の
十
分
の
一
以
下
で

あ
り
、
か
つ
、
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
第
二
十

三
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
八
条
の

二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
次
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の

部
分
で
十
階
以
下
の
階
に
存
す
る
も
の

イ

令
別
表
第
一
㈥
項
イ
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供

さ
れ
る
部
分

ロ

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑴
及
び
⑶
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供

さ
れ
る
部
分

ハ

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑵
、
⑷
及
び
⑸
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途

に
供
さ
れ
る
部
分
（
第
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
者
を
主
と
し
て
入
所

さ
せ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
床
面
積
が
二
百
七
十
五
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
十
四
条

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設

第
十
四
条

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設

置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

六
の
二

非
常
電
源
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設

六
の
二

非
常
電
源
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設

け
る
こ
と
。

け
る
こ
と
。

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

十
一

加
圧
送
水
装
置
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
イ

、
ロ

及
び

十
一

加
圧
送
水
装
置
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
イ

、
ロ

及
び

(ロ)

(ロ)

(ハ)

(ロ)

(ロ)

(ハ)

、
ハ

か
ら

ま
で
、
ニ
並
び
に
ト
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定

、
ハ

か
ら

ま
で
、
ニ
並
び
に
ト
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定

(ハ)

(チ)

(ハ)

(チ)

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
補
助
散

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
補
助
散

水
栓
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
加
圧
送
水
装
置
の
落
差
、
圧
力
水
槽
の

水
栓
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
加
圧
送
水
装
置
の
落
差
、
圧
力
水
槽
の

圧
力
又
は
ポ
ン
プ
の
全
揚
程
に
つ
い
て
は
、
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ

に
よ

圧
力
又
は
ポ
ン
プ
の
全
揚
程
に
つ
い
て
は
、
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ

に
よ

(ロ)

(ロ)

り
求
め
ら
れ
た
値
又
は
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第

り
求
め
ら
れ
た
値
又
は
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第

五
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
方

五
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
方

の
値
以
上
の
値
と
す
る
こ
と
。

の
値
以
上
の
値
と
す
る
こ
と
。

十
二
・
十
三

（
略
）

十
二
・
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

４

自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
の
設
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

４

自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
の
設
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

感
知
器
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
以
外
で
、
点
検
そ
の
他
の
維
持
管
理
が

一

感
知
器
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
以
外
で
、
点
検
そ
の
他
の
維
持
管
理
が

で
き
る
場
所
に
設
け
る
こ
と
。

で
き
る
場
所
に
設
け
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

小
規
模
特
定
用
途
複
合
防
火
対
象
物
（
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
八

（
新
規
）
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号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
を
除
く
。
）
の
部
分
（
同
項
第
五
号
及
び
第

十
一
号
か
ら
第
十
五
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
部
分
を
除
く
。
）
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
以
外
の
部

分
で
、
令
別
表
第
一
各
項
の
防
火
対
象
物
の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ

れ
る
部
分
及
び
同
表
各
項
（

項
ロ
及
び

項
か
ら

項
ま
で
を
除
く

。
）
の
防
火
対
象
物
の
用
途
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
用
途
に
供
さ
れ

る
部
分
で
あ
つ
て
当
該
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
床
面
積
（
そ
の
用
途

に
供
さ
れ
る
部
分
の
床
面
積
が
当
該
小
規
模
特
定
用
途
複
合
防
火
対
象

物
に
お
い
て
最
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途

に
供
さ
れ
る
部
分
及
び
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る

部
分
の
床
面
積
の
合
計
）
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
（
同
表

項
及

び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
に
あ
つ
て
は

、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
）
で
あ
る
も
の

令
別
表
第
一
㈡
項
ニ
、
㈤
項
イ
並
び
に
㈥
項
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
及

(ｲ)
び
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

令
別
表
第
一
㈥
項
ハ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
利
用
者
を
入
居
さ

(ﾛ)
せ
、
又
は
宿
泊
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

七

煙
感
知
器
（
光
電
式
分
離
型
感
知
器
を
除
く
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と

七

煙
感
知
器
（
光
電
式
分
離
型
感
知
器
を
除
く
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

ヘ

感
知
器
は
、
廊
下
及
び
通
路
に
あ
つ
て
は
歩
行
距
離
三
十
メ
ー
ト
ル

ヘ

感
知
器
は
、
廊
下
及
び
通
路
に
あ
つ
て
は
歩
行
距
離
三
十
メ
ー
ト
ル

（
三
種
の
感
知
器
に
あ
つ
て
は
二
十
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
き
一
個
以
上
の

（
三
種
の
感
知
器
に
あ
つ
て
は
二
十
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
き
一
個
以
上
の
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個
数
を
、
階
段
及
び
傾
斜
路
に
あ
つ
て
は
垂
直
距
離
十
五
メ
ー
ト
ル
（

個
数
を
、
階
段
及
び
傾
斜
路
に
あ
つ
て
は
垂
直
距
離
十
五
メ
ー
ト
ル
（

三
種
の
感
知
器
に
あ
つ
て
は
十
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
き
一
個
以
上
（
当
該

三
種
の
感
知
器
に
あ
つ
て
は
十
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
き
一
個
以
上
（
当
該

階
段
及
び
傾
斜
路
の
う
ち
、
令
別
表
第
一
（
一
）
項
か
ら
（
四
）
項
ま

階
段
及
び
傾
斜
路
の
う
ち
、
令
別
表
第
一
（
一
）
項
か
ら
（
四
）
項
ま

で
、
（
五
）
項
イ
、
（
六
）
項
又
は
（
九
）
項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

で
、
（
五
）
項
イ
、
（
六
）
項
又
は
（
九
）
項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
令
第
四
条
の
二
の
二
第
二
号
に
規
定
す

物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
令
第
四
条
の
二
の
二
第
二
号
に
規
定
す

る
避
難
階
以
外
の
階
に
存
す
る
防
火
対
象
物
で
、
当
該
避
難
階
以
外
の

る
避
難
階
以
外
の
階
に
存
す
る
防
火
対
象
物
で
、
当
該
避
難
階
以
外
の

階
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
直
通
す
る
階
段
及
び
傾
斜
路
の
総
数
が
二

階
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
直
通
す
る
階
段
及
び
傾
斜
路
の
総
数
が
二

（
当
該
階
段
及
び
傾
斜
路
が
屋
外
に
設
け
ら
れ
、
又
は
第
四
条
の
二
の

（
当
該
階
段
及
び
傾
斜
路
が
屋
外
に
設
け
ら
れ
、
又
は
第
四
条
の
二
の

三
に
規
定
す
る
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一

三
に
規
定
す
る
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一

）
以
上
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
（
小
規
模
特
定
用
途
複
合
防
火
対
象

）
以
上
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
（

物
を
除
く
。
以
下
「
特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
」
と
い
う
。
）
に
存

以
下
「
特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
」
と
い
う
。
）
に
存

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
種
又
は
二
種
の
感
知
器
を
垂
直
距
離
七
・

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
種
又
は
二
種
の
感
知
器
を
垂
直
距
離
七
・

五
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
個
以
上
）
の
個
数
を
、
火
災
を
有
効
に
感
知
す

五
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
個
以
上
）
の
個
数
を
、
火
災
を
有
効
に
感
知
す

る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

七
の
二
～
九

（
略
）

七
の
二
～
九

（
略
）

５
～
９

（
略
）

５
～
９

（
略
）

第
二
十
四
条

自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

第
二
十
四
条

自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

地
区
音
響
装
置
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

五

地
区
音
響
装
置
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線
の

て
同
じ
。
）
は
、
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線
の

数
が
一
の
も
の
、
Ｐ
型
三
級
受
信
機
、
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る

数
が
一
の
も
の
、
Ｐ
型
三
級
受
信
機
、
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
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こ
と
が
で
き
る
回
線
の
数
が
一
の
も
の
若
し
く
は
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
を

こ
と
が
で
き
る
回
線
の
数
が
一
の
も
の
若
し
く
は
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
を

当
該
受
信
機
を
用
い
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
警
戒
区
域
に
設
け
る
場
合

当
該
受
信
機
を
用
い
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
警
戒
区
域
に
設
け
る
場
合

又
は
放
送
設
備
を
第
二
十
五
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
し
た

又
は
放
送
設
備
を
第
二
十
五
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
し
た

場
合
を
除
き
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

場
合
を
除
き
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

階
段
又
は
傾
斜
路
に
設
け
る
場
合
を
除
き
、
感
知
器
の
作
動
と
連
動

ロ

階
段
又
は
傾
斜
路
に
設
け
る
場
合
を
除
き
、
感
知
器
の
作
動
と
連
動

し
て
作
動
す
る
も
の
で
、
当
該
設
備
を
設
置
し
た
防
火
対
象
物
又
は
そ

し
て
作
動
す
る
も
の
で
、
当
該
設
備
を
設
置
し
た
防
火
対
象
物
又
は
そ

の
部
分
（
前
条
第
四
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。
）
の
全
区

の
部
分

の
全
区

域
に
有
効
に
報
知
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

域
に
有
効
に
報
知
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

ハ

地
階
を
除
く
階
数
が
五
以
上
で
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

ハ

地
階
を
除
く
階
数
が
五
以
上
で
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
出
火
階
が
、
二
階

超
え
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
出
火
階
が
、
二
階

以
上
の
階
の
場
合
に
あ
つ
て
は
出
火
階
及
び
そ
の
直
上
階
、
一
階
の
場

以
上
の
階
の
場
合
に
あ
つ
て
は
出
火
階
及
び
そ
の
直
上
階
、
一
階
の
場

合
に
あ
つ
て
は
出
火
階
、
そ
の
直
上
階
及
び
地
階
、
地
階
の
場
合
に
あ

合
に
あ
つ
て
は
出
火
階
、
そ
の
直
上
階
及
び
地
階
、
地
階
の
場
合
に
あ

つ
て
は
出
火
階
、
そ
の
直
上
階
及
び
そ
の
他
の
地
階
に
限
つ
て
警
報
を

つ
て
は
出
火
階
、
そ
の
直
上
階
及
び
そ
の
他
の
地
階
に
限
つ
て
警
報
を

発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一

発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一

定
の
時
間
が
経
過
し
た
場
合
又
は
新
た
な
火
災
信
号
を
受
信
し
た
場
合

定
の
時
間
が
経
過
し
た
場
合
又
は
新
た
な
火
災
信
号
を
受
信
し
た
場
合

に
は
、
当
該
設
備
を
設
置
し
た
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
前
条
第

に
は
、
当
該
設
備
を
設
置
し
た
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

四
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。
）
の
全
区
域
に
自
動
的
に
警

の
全
区
域
に
自
動
的
に
警

報
を
発
す
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

報
を
発
す
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

各
階
ご
と
に
、
そ
の
階
（
前
条
第
四
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
部
分
を

ニ

各
階
ご
と
に
、
そ
の
階

除
く
。
）
の
各
部
分
か
ら
一
の
地
区
音
響
装
置
ま
で
の
水
平
距
離
が
二

の
各
部
分
か
ら
一
の
地
区
音
響
装
置
ま
で
の
水
平
距
離
が
二

十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。
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ホ
～
ト

（
略
）

ホ
～
ト

（
略
）

五
の
二

地
区
音
響
装
置
（
音
声
に
よ
り
警
報
を
発
す
る
も
の
に
限
る
。
以

五
の
二

地
区
音
響
装
置
（
音
声
に
よ
り
警
報
を
発
す
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前
号
（
イ
、
ハ
及
び
ト
を
除
く
。
）

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前
号
（
イ
、
ハ
及
び
ト
を
除
く
。
）

の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

地
階
を
除
く
階
数
が
五
以
上
で
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

ロ

地
階
を
除
く
階
数
が
五
以
上
で
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
次
の
（
イ
）
又
は

超
え
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
次
の
（
イ
）
又
は

（
ロ
）
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
ロ
）
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(イ)

(イ)

当
該
設
備
を
設
置
し
た
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
前
条
第
四

当
該
設
備
を
設
置
し
た
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

(ロ)

(ロ)

項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。
）
の
全
区
域
に
火
災
が
発
生

の
全
区
域
に
火
災
が
発
生

し
た
場
所
を
報
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
た
場
所
を
報
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

八
の
二

発
信
機
は
、
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線

八
の
二

発
信
機
は
、
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線

が
一
の
も
の
、
Ｐ
型
三
級
受
信
機
、
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ

が
一
の
も
の
、
Ｐ
型
三
級
受
信
機
、
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ

と
が
で
き
る
回
線
が
一
の
も
の
若
し
く
は
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
に
設
け
る

と
が
で
き
る
回
線
が
一
の
も
の
若
し
く
は
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
に
設
け
る

場
合
又
は
非
常
警
報
設
備
を
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ

場
合
又
は
非
常
警
報
設
備
を
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
設
置
し
た
場
合
を
除
き
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

に
よ
り
設
置
し
た
場
合
を
除
き
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

各
階
ご
と
に
、
そ
の
階
（
前
条
第
四
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
部
分
を

イ

各
階
ご
と
に
、
そ
の
階

除
く
。
）
の
各
部
分
か
ら
一
の
発
信
機
ま
で
の
歩
行
距
離
が
五
十
メ
ー

の
各
部
分
か
ら
一
の
発
信
機
ま
で
の
歩
行
距
離
が
五
十
メ
ー

ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）
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九

（
略
）

九

（
略
）

（
避
難
器
具
の
設
置
個
数
の
減
免
）

（
避
難
器
具
の
設
置
個
数
の
減
免
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

小
規
模
特
定
用
途
複
合
防
火
対
象
物
に
存
す
る
令
第
二
十
五
条
第
一
項
第

（
新
規
）

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
階
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と

き
に
は
、
当
該
階
に
避
難
器
具
を
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

下
階
に
令
別
表
第
一
㈠
項
か
ら
㈡
項
ハ
ま
で
、
㈢
項
、
㈣
項
、
㈨
項
、

項
イ
、

項
イ
、

項
及
び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供

さ
れ
る
部
分
が
存
し
な
い
こ
と
。

二

当
該
階
（
当
該
階
に
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
避
難
上
有
効
な
開
口

部
を
有
し
な
い
壁
で
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
が
存
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
区
画
さ
れ
た
部
分
）
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
直
通
す
る
階
段
が

二
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

収
容
人
員
は
、
令
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

の
階
に
あ
つ
て
は
二
十
人
未
満
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の

階
に
あ
つ
て
は
三
十
人
未
満
で
あ
る
こ
と
。

７

（
略
）

６

（
略
）

（
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
防
火
対
象
物
又
は

（
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
防
火
対
象
物
又
は

そ
の
部
分
）

そ
の
部
分
）

第
二
十
八
条
の
二

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る

第
二
十
八
条
の
二

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
避
難
口
誘
導
灯
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る

も
の
は
、
避
難
口
誘
導
灯
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
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。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
小
規
模
特
定
用
途
複
合
防
火
対
象
物

（
新
規
）

（
令
別
表
第
一
㈠
項
か
ら
㈣
項
ま
で
、
㈤
項
イ
、
㈥
項
又
は
㈨
項
に
掲
げ

る
防
火
対
象
物
の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）
の
地
階
、
無
窓
階
及
び
十
一
階
以
上
の
部
分
以
外
の
部
分

２

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
通
路

２

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
通
路

誘
導
灯
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

誘
導
灯
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
小
規
模
特
定
用
途
複
合
防
火
対
象
物

（
新
規
）

（
令
別
表
第
一
㈠
項
か
ら
㈣
項
ま
で
、
㈤
項
イ
、
㈥
項
又
は
㈨
項
に
掲
げ

る
防
火
対
象
物
の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）
の
地
階
、
無
窓
階
及
び
十
一
階
以
上
の
部
分
以
外
の
部
分

五

（
略
）

四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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